
　　　　　　Ｃ；　市内勤務者かつ、北九州都市圏居住者

　　　（北九州都市圏：中間市、芦屋町、水巻町、
　　　岡垣町、遠賀町、苅田町、行橋市、みやこ町
　　　直方市、鞍手町、香春町）

　 　Ａ

◎優先順位について

　優先順位　１番 ・・・　Ａ
　優先順位　２番 ・・・　Ｂ
　優先順位　３番 ・・・　Ｃ

◎公開抽選基準について

　　　各募集期間において、募集戸数に達しなかった場合は、残募集戸数を次募集に繰り越します。
　　　（２１年度募集戸数　２０戸×５回募集＝１００戸募集）

　　　例 ① 　募集戸数２０戸に対し、Ａの該当者のみで２０件をこえた場合。
　→　Ａの該当者のみの抽選となり、Ｂ，Ｃの該当者は抽選に参加できません。

　　　例 ② 　募集戸数２０戸に対し、Ａの該当者が１０件、Ｂの該当者が１５件の場合。
　→　Ａの該当者１０件は確定、Ｂの該当者１５件で抽選を行い、１０件を決めます。
　 　Ｃの該当者は参加できません。

　　　例 ③ 　募集戸数２０戸に対し、Ａの該当者が５件、Ｂの該当者が１０件Ｃの該当者が１０件の場合。
　→　Ａの該当者５件は確定、Ｂの該当者１０件も確定、Ｃの該当者１０件で抽選を行い、５件を決めます。

　　※会員様へ
　　　　平成２１年度から公開抽選基準が変更となりましたので、住まい支援事業対象のお客様には、認定申請を
　　　　提出される前に、お客様に対して抽選基準の周知を十分行って下さい。

募集戸数を上回った場合の公開抽選基準

市外勤務者かつ都市圏外居住者

市外勤務者または都市圏外居住者

市内勤務者かつ都市圏居住者

都市圏外居住者　　市外勤務者

　Ｂ 　Ｂ
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